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（別 紙） 
新 旧 対 照 表  

（注）下線を付した部分が改正部分である。 
改 正 後 改 正 前 

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律（国外財産調書及び財産債務調書関係）の取扱い 

 

 

用語の意義（省 略） 

 

 

第２条（定義）関係（省 略） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（省 略） 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係

（省 略） 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（省 略） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係（省 略） 

 

表１（国外財産調書合計表） 

表２（財産債務調書合計表） 

 

附則 

 

 

第２条（定義）関係（省 略） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（省 略） 

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律（国外財産調書及び財産債務調書関係）の取扱い 

 

 

用語の意義（同 左） 

 

 

第２条（定義）関係（同 左） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（同 左） 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係

（同 左） 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（同 左） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係（同 左） 

 

表１（国外財産調書合計表） 

表２（財産債務調書合計表） 

 

附則 

 

 

第２条（定義）関係（同 左） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（同 左） 
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改 正 後 改 正 前 
第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係

（省 略） 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（省 略） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係（省 略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係

（同 左） 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（同 左） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特

例）関係（同 左） 
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改 正 後 改 正 前 
表１（国外財産調書合計表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１（国外財産調書合計表） 
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改 正 後 改 正 前 
表２（財産債務調書合計表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２（財産債務調書合計表） 
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改 正 後 改 正 前 
附則（令３課総９－40） 

（経過的取扱い） 

この法令解釈通達による改正後の表１及び表２の取扱いは、令和３

年４月１日以後に提出する国外財産調書及び財産債務調書について適

用し、同日前に提出した国外財産調書及び財産債務調書については、

なお従前の例による。 

 

（新 設） 

 


